
基準年度 目標年度 ４年度 ５年度 ６年度

－ 9,268人 9,710人

9,227人 9,622人 －

41,000世帯 41,000世帯 41,000世帯

37,508世帯 39,277世帯 -

24,000人 24,000人 4,800人

3,442人 6,546人 -

9.5% 9.5% 9.5%

－ － －

90.0% 90.0% 90.0%

80.7% 81.6% －

被災者が主体となってい
る取組の割合

- 令和３年度 90.0% 令和６年度
・本事業は、被災者の生きがいづくりを支援し、被災者自身が主体的・継続的に活動する機会を創出することを目的とするものであ
ることから、測定指標として「被災者が主体となっている取組の割合」を設定した。
・採択団体の事業規模を基に毎年度目標を設定する。

4
子どもの情緒と行動に関
する尺度

8.2% 令和３年度 9.5% 令和６年度

・本事業は、福島県の子供の心身の健康の保持を支援するものであることから、子供のこころの健康度を測定する指標として、「子ど
もの情緒と行動(SDQ）」の結果を採用した。
・何らかの問題行動等を有するリスクが高い子どもの割合の全国平均が9.5％であることから、全国平均を目標値として設定した。
※結果は調査の２年後に公表されるため、実績値としては令和４年度以降未記載。

5

子育てイベントの参加人
数

2,489人 令和３年度 4,800人 令和６年度
・本事業は、被災地におけるこどもたちの遊び場の確保などの様々な事業を支援するものであり、その中から定量的に測定可能で、
代表的な測定指標として「子育てイベントの参加人数」を設定した。
・被災地のニーズを精査しつつ、毎年目標値を設定する。

・復興特区支援利子補給金の支給の目的は、復興推進計画を実施する上で中核となる事業に必要な資金の融資に対して利子補給
金を支給し、事業者の負担軽減を図ることにより雇用の創出を行うことであり、その測定指標として「対象事業者の新規雇用者数（累
計）」を採用した。
・目標値については、令和２年度から令和５年度へのトレンドを直線推計して算出した。

2
具体的な支援がなくなった
見守り等の支援対象世帯
数（累計）

34,992世帯 令和３年度 41,000世帯 令和６年度
・本事業は、被災者の自立した日常生活を支援するものであることから、「具体的な支援が必要なくなった世帯数（累計）」を測定指標
として設定した。
・事業の実施状況を精査し、毎年目標を設定する。

3

1
復興特区支援利子補給金
の支援対象事業における
新規雇用者数（累計）

9,166人 令和３年度 9,710人 令和６年度

令和６年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 復興支援に係る施策の推進 担当部局名
福島広域まちづくり班
被災者支援・医療福祉班 　　　作成責任者名

参事官　山上　俊行
参事官　梶原　照平

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要

復興特区支援利子補給金については、被災地の復興に向け、復興推進計画を実施する上で中核となる事業の実施者が、
予め国が指定した金融機関（以下「指定金融機関」という）から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、
予算の範囲内で、融資の利子分の最大0.7%に相当する額を利子補給金として指定金融機関に対し支給する。
被災者支援総合交付金については、復興の進展に伴い、災害公営住宅等移転後のコミュニティ形成、被災者の心のケア、
避難指示解除区域における生活再建など、被災者をとりまく課題は多様化しており、被災者の生活再建ステージに応じた、
切れ目ない支援の実現を図る。

政策体系上の
位置付け

復興施策の推進

達成すべき目標

復興特区支援利子補給金については、対象事業の実施により、雇用機会の創出等を図ることを目
標とする。
被災者支援総合交付金については、一つの事業計画の下で、被災自治体等における取組を一体
的に支援することにより、各被災自治体等において、直面する課題・ニーズに的確に対応し、効果
的な被災者支援活動を実施する。

目標設定の
考え方・根拠

「東日本大震災復興特別区域法」（平成23年
法律第122号）第44条
「復興特別区域基本方針」（令和６年４月１日
閣議決定(改定)）
「「第２期復興・創生期間」以降における東日
本大震災からの復興の基本方針」（令和６年
３月１９日閣議決定(改定)）
平成27年１月総合対策（50の対策）及び平成
27年７月総理指示に従い、総合交付金として
拡充

政策評価実施予定時期 令和７年８月

（復興庁R６－①）



当初予算額

３年度 ４年度 ５年度 ６年度

(1)
復興特区支援利子補給金
（平成23年度）

6.55億円
(6.29億円)

6.41億円
(4.82億円)

4.94億円
（3.57億円）

3.99億円 1 000496

(2)
被災者見守り・相談支援
事業
（平成27年度）

2 019805

(3)
被災した子どもの健康・生
活対策等総合支援事業
（平成26年度）

3 018657

(4)

福島県の子供たちを対象
とする自然体験・交流活
動事業
（平成26年度）

4 019809

(5)
被災者支援総合事業
（平成28年度）

5

019795
019796
019797
019798
019799
019800

(6)

子供への学習支援による
コミュニティ復興支援事業
（被災者支援総合交付金
の1メニューとなったのは
平成29年度から）

- 019811

(7)
被災者の心のケア支援事
業
（平成25年度）

- 019815

131.74億円
（88.61億

円）

121.68億円
（80.60億

円）

106.95億円
（78.32億

円）
96.57億円施策の予算額・執行額

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

「復興特別区域基本方針」（令和6年4月1日閣議決定(改定)）
「「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」（令和6年3月19日閣議決定(改定)）

東日本大震災の被災地の子供たちの学習環境の好転や地域コミュニティの復興促進を図るため、地域と学校が連携・協働し、幅広い地
域の方々の参画を得た上で、放課後子供教室等の学習支援活動等を行う自治体等に対し、事業実施に必要な経費を交付する。

東日本大震災における被災地において、精神保健医療行政機能及び精神医療サービス機能を補完する支援を行い、被災地の精神保健
福祉の強化を図るために必要な経費を交付する。

被災地の復興に向け、復興推進計画を実施する上で中核となる事業の実施者が、指定金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資
金を借り入れる場合に、予算の範囲内で、融資の利子分の最大0.7%に相当する額を利子補給金として指定金融機関に対し支給する。(融
資実行後５年間、利子補給率0.7%以内)

125.19億円
（82.32億

円）

115.27億円
（75.78億

円）

102.01億円
（74.75億

円）
92.58億円

被災者の日常生活の総合的な支援体制を構築するため、市町村等が実施主体となって、①生活支援相談員の配置等を通じて、見守り・
相談支援など日常生活上の生活支援、住民相互の交流機会の提供、②被災者支援を行う関係団体間の活動内容等を調整するための
「被災者見守り・相談支援調整会議」の開催、③被災者支援技法に関する研修や被災者支援に従事する者の活動のバックアップなどを行
うために必要な費用を交付する。

様々な形で東日本大震災による被災の影響を受けているこどもたちが抱える課題を解決し、元気で健やかなこどもの成長を見守る安心な
社会づくりの推進を図るため、被災したこどもの健康・生活面等における支援の強化に必要な施策を総合的に実施するために要する費用
を交付する。

福島県の子供の心身の健康の保持を図るため、福島県内の子供を対象として自然体験活動や県内外の子供たちとの交流活動を実施す
る県内の学校や社会教育団体等に対し、事業実施に必要な経費（宿泊費、交通費、活動費）を交付する。

被災者の生活再建のステージに応じた、切れ目ない支援の実現を図るため、住宅・生活再建支援、コミュニティ形成支援、「心の復興」、
被災者生活支援、被災者支援コーディネート、県外避難者支援にかかるメニューを統合したうえで、自治体や支援団体に対し、事業実施
に必要な経費を交付する。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
関連する
指標

達成手段の概要等
令和６年

行政事業レビュー
予算事業ID




